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0厚生労働省司11第21i予

厚生労働省文寄取扱規則を次のように定めるα

平成23年4月1日

厚生三労働省文沓取扱規則
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第 1章総貝IJ

(目的)

(本省内部部局)

厚生労働大臣細川律夫

第1条 この司l除は、厚生労働省文笹管種規則(平成23年厚生労働省副l第20号)に定

めるもののほか、事務処理の適正化及び官官単化を図るため、原~労働省(内部部局 1::: 限

る。以下問じ。)における文書(図面及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認織することができない方式で作られた記録をいう。以下向じ0)

を含む。以下向じ。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(主主総)

第2条 との間l附において f部局Jとは、厚生労働省組織令(平成12年攻令第252号)

の規定により本省に世かれる局及び部をいい、「部局長Jとは、これらの長をいう。

2 このll!11令において「篠JCは、厚生労働省組織令の規定により本省に緩かれる限及び

重量並びに厚生労働省組織規則(平成 13年厚生労働省令第1号)の規定により本省l乙置

かれる案であって、大臣官房総務課長(以下「総務保長Jという。)が定めるものをい

い、「謀長Jどは、これらの畏をいう o

3 この司l怜において「官房線」とは、大臣官房人事E果、大匡官房総務限(以下「総務課j

という。)、大臣官房会計銀、大臣官房地方課、大患官房国際線及び大嵐官房厚生科学

課をいい、「官房目黒長Jとは、これらの長をいう a

4 この冒11令において「総括諜Jとは、大使官房統計情報部企画課、医政局総務課、健康

局総務課、医薬食品局総務線、医lliIf食品局食品安全部企画情報課、労働基i!lJ局総務課、

労働義主整局安全衛生部計画娘、労働基2結局労災補償昔苦労災管理課、職業安定局総務線、

織業安定局派潰・有期労働対策部企画課、職業安定局高齢・障害者Jllj用対策部高齢者雇

用対策娘、職議能力開発局総務課、混用均等・児滋家庭局総務眠、社会・援護局総務

課、社会・援護局需主主害保健衛祉部企画課、老健局総務課、保険局総務銀及び年金局総務

課(年金管理審簸宮の分掌する事務に係る文書の管理については、事業企爾課とする0)

をいい、「総括線長」とは、これらの長をいれ

5 政策統括官はその分掌する事務について局及び周長とみなし、厚生労働省組織令第1
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3 1条第2頃lこ規定する参事官;&び同条第3項に規定する政策許伺官を鍛及び線長とみ

なし、当該参事官のうち二人な総括採及び総括総長とみなす。

6 年金管理審議官はその分量揮する事務について部及び部長とみなす。

7 厚生労働省総織令第 19条第2項に規定ずる参事官であって大臣官房総務課長が定め

るもの、厚生労働省組織規則第41条第5項に規定ずる首席版業指導管及び肉令第 72

条~2項に規定する首席年金数理官は、課及び課長とみなす。

8 この間11令において f主管諜jとl士、文書に係る案件を所管する探をいい、「主管課長」

とは、その長をいう。

9 この訓令において f主管部局」とは、主管銀の属する部局(主管錬が官房線の場合は、

当該官房線)をいう a

10 との国11令において「得子文書tJとは、文書のうち電磁的記録であって、電子計算機に
よる情報処理の用に供されるものをいう a

11 この訓令において「勉子著名j どは、埼子文書に記録するととができる情報について

行われる措tまであって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

当Z苦情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであ

るとと。

ニ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認十ることができるものであ
るととロ

12 この馴令において「行政文書j とは、厚生労働省の職員が職務上作成し、又は取得し

た文書であって、厚生労働省の職員が組織的に用いるものとして、厚生労働省が保有し

ているもの安いれただし、公文吾官事の管理に関する法律(平成21"p法徐第66号)

第2条第4項第1号に掲げるものそ除く。

13 この訓令において「決械文書」とは、厚生労働省の意思決定の権限を有する者が押印、

答名又はこれらに類する行為(以下 f押印等」という。)を行うことにより、その内容

を厚生労働省の意思として決定し、又l土破惚した行政文書Fをいうa

14 この訓令において「文魯管理システムJとは、総務省が、文容管理業務の業務・シス

テム最適化計画 (2007年(平成19年)4月 13臼各府省情報化統括責任者 (CIO)

連絡会議決定)に基づき磁備した政府全体で利用可能な一元的な文書管理システムをい

っロ
(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、雑笑かっ迅速に処理し、かつ、常にその所在並びに処理の経過及び状況

を明らかにしておかなければならないa

(文司書取故主任(総括))

第4粂 官房長は、厚生労働省における文書取扱主任(総括)として、文書の取扱いに関

する規程類の整備、文書の取扱いに関する事務の指専設管、研修等の実施その他の厚生

労働省における文書の取扱いに関する事務を総括するものとする。

2 官房長は、前項に規定する事務を総務課長に行わせるととができる。

(文書取扱主任(副総括)) 

第5条 総務課長は、厚生労働省における文書取扱主任(副総括)として、接交した文書

の配布その他のこの訓令に規定する事務を処理し、厚生労働省における文寄の取扱いに
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関して官房長を補佐するものとする。

2 総務線長i土、総筋線の職員のうちから文書取扱担当者(総括)在指名し、この副11令に

より処還することとされた文舎の取扱いに関する事務を行わせるととができる。

(文書取扱主任(部局))

第6条 総括線長l土、厚生労働省における文吾取扱主任(部局)として、主管課への文書F

の配布その他のこの間11令に規定する事務を処理し、部局における文蓄の取扱いに関する

事務を総括するものとする。

z 総括課長は、当該総括疎の職員のうちから文書取扱担当者(部局)を指名し、との自11
令により処理するとととされた文帯の取扱いに関する事務を行わせることができる。

(文書取扱主任(限))

第7条課長は、厚生労働省における文帯取扱主任(課)として、UII!における文書の援受

その他のこの司11令に規定する事務を処理し、線における文書の取扱いに関する事務を掌

裂するものとする a

2 課長は、当E車線の職長のうちから文芸事取扱担当者(課)を指名し、との司1伶により処

理することとされた文寄の取扱いに関する事務を行わせることができる。

3 課長は、前項に規定するもののほか、必嬰があると路めるときは、当該課の職員のう

ちから電子文書取扱担当者を指名じ、この罰11令により処理することとされた電子文書の

取扱いに関する専務安行わせることができる。

(俄付帳簿)

第呂条 総務課|と次に掲げる板隊合備える。

閣議諮問草原簿(様式第1号)

二省令原簿(様式第2号)

三告示原簿(様式第3号)

間官報掲載馴令原簿(様式第4号)

五一般冒11令原簿(様式第 5号)

六 宮庁報告原告草(様式第6舟)

七省受付師事

八省施行簿

九 特殊取扱郵便物交付覇軍(様式第7号)

十使送便受付事事(様式第8号)

十一 棟秘文書書管理簿(様式第9号)

2 総括課ぽ次に掲げる憐織を備える。

配布転送履歴

二部局受付簿

三部局施行者革

命四 被秘文書F管理簿(様式第9号)

3 書震に次に掲げる帳簿を備える。

課受{寸簿

練施行待

秘密文書管週簿(様式第 10号)
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4 ~再 1 項第7"l苦及び第 8 号、第 2項第 1 号から第 3 号まで主主ぴに前項第 1 号及び第 2 号

に掲げる帳簿l士、文書管理システムにより調整するものとする。

5 前壊に規定するもののほか、第l項から第3項立でに掲げる帳簿は、君主主盤的記録媒体

によって作成することができる町

第2意文蓄の接受及び配布

(文書Fの授受)

第9条 厚生労働省に送付された文書の接受は、総務課において行うものとする。ただし、

部局又は課に直接圭tl~書する文書子(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成 1

1年法律第42号ロ以下「情報公開法Jという。)第4条第1項に規定する開示詩求書

等及び行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15年法律第 58号。以

下「個人情報保緩法Jという。)第13条第1項に規定する開示請求書、間法第28条

第 1項に規定する訂正官官求書、同法)g37条第1項lと規定する利用停止請求書等(以下

「開示錆求書等」という。)を除くJ の接受については、当骸部周又は採において行
うものとする。

(特殊取扱郵便及び使送使の接受)

第10条 総務飢において容儲郵便、現金者寄留郵便、配遠征明郵便等を接受したときは、

特殊取扱郵便物受付簿に受付司、発信者、受信者その他必袈な事項を記載し、受領者の

押印等を受けるものとするe

2 総務課において使送使を接受したときは、使送便受付鮮に受{寸岡、指信者、受信者そ

の他必要な事項を記載し、受領者の押印等を受けるものとする。

(封脊の開封)

第 11条接受した封書は、第16条から第 18条までに規定する場合その他特に必要が

ある場合を除き、大医、副大臣、大臣政務官、事務次官、厚生労働審議官若しくは官房

長(以下「大陸等」というJ 又は後宛てのものについては総務課長が、部局長又I-:l:部

局宛てのものについては当版部局の総括課長が、課長又は線宛てのものについては当談

課長が、それぞれ開封するものとする。

(文書の配布)

第 12 条大医等又は按宛ての文書~ (競漢文帯及び開示翰求書等を除く.)については、

直ちに総務線において、省交付印(様式第11号)を押した上、受付番号を記入し、か

っ、省受付簿に受付目、件名、受付番号、発信者、宛て先その他必要な事項を記載し、

主管部局の総括課長(当該案件が官房課の所管に属する場合にあっては、当該官房課長)

に配布するものとする。ただし、当該文書が電子文書である場合にあっては、省受付印

を押すことを要しない。

2 総括課長は、官官項の規定により醍布された文寄については、直ちに配布伝送履歴lζ受

付目、件名、交付番号、発信者、処理者その他必要な事項を記載し、主管課長に配布す

るものとする。

3 前2攻の規定による文蓄の配布に当たっては、省交付事事その他の帳簿に受領者を記載

するものとする。

第 13条 部局長殺しくは部局又l士課長(-g茂課長を除く。以下この条において閉じ。)

務しくは課(官房課を徐く。以下この条において潤じ。)宛ての文書については、総務

J 
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践において接受の後、直ちに主管官官局の総括謀長に記布するものとするe

2 総括謀長は、前項の規定により配布された部局長文は部局宛ての文書}(親康文書及び

開示E胃求書等を除く。)については、直ちに部局等受付印(様式第 12号)を押した上、

受付番号命記入し、かつ、部局交付簿に交付日、件名、受付番号、発信者、宛て先その

他必重要な事項を記載し、主管課長に配布するものとする。ただし、当該文書が電子文書

である場合にあっては、書官局宅事受付印を押すことを要iしない。

3 前項の規定による文書の記滞に当たっては、部局受付簿その他の帳簿に受領者を記載

するものとする。

4 総括課長は、第l項の規定lこより配布された線長又は牒宛ての文畜については、直ち

に主管課長に配布するものとする。

5 主管秘長I立、前項の規定により配布された課長又は際宛ての文書f(親腿文書及び開示

請求審等を除く。)については、直ちに課受付印(様式第 13-¥す)を押したよ、交付番

号を記入し、かつ、線交付簿に交付自、件名、受付番号、発信者、宛て先その他必要な

事頃を記載し、当版文誌に係る案件を所管する係に阻布するものどする。ただし、当該

文書が電子文寄である場合にあっては、課受付印を押すことを褒しない。

第 14条 官房課長又は官房線宛ての文容については、総務課において接受の後、底ちに

当1東宮E志保安1こ配布するものとする。

2 官房課長l士、前項の規定により配布された官房課長又l士官房線宛ての文書(貌展文書E

及び開示諮求書符を除く。)については、直ちに部局等受付印を押した上、文畜番号を

記入し、かっ、線受付鮮に受付日、件!6、受付番号、~信者、宛て先その他必要な事項

を記載し、当該文事に係る案件を所管する係に配布するものとする。ただし、当該文書

が電子文書である場合にあっては、部局等受付印ぜそ押すことを要しない。

第 15条 第9条ただし奮の規定により接受した文寄については、第13条第2項から第

5項まで及び前条第2項の規定を準用する@

第16条 大臣等宛ての毅E童文書については、総務課において接受した後、開封すること
なく、 Eまちに大医官房人事課長lこ醍布するものとする。

2 大臣官房人事課長は、前項の規定により配布された大臣等宛ての競演文容については、

直ちに当該大臣等に配布するものとする。

3 ~吉 1 項iこ規定する親B童文書のうち、処理を必要とするものについては、当該大尽等の

閲覧を終えた後、総務課長に送付するものとする。

4 前項の規定により送付された親展文書については、第12条の規定を猫用する。

第 17条 第 13条第1項の規定により総括課長に昆布された文書のうち、部局長宛ての

親展文書については、開封することなく、直ちに当該部局長iこ配布するものとする。

2 前項に規定する親展文書のうち、処理を必要とするものについては、当該部局長の閲

覧を終えた後、総括課長に送付するものとする。

3 前項の規定により送付された親5童文寄については、第13条第2項及び第3項の規定

を準用するむ

第 18 免 第 13条第4項又は第 14条第1項の規定により課長に配布された文書のう

ち、親展文寄で処理を必要とするものについては、当該課長の閲覧を終えた後、第 13 

条第5項又は第14条第2項の手続に付するものとする。
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(限配文書の取扱し、)

第 19条 総務課に送達された文舎のうち、誤って送途さわし、又は厚生労働省の所管外で

ある等接受してはならないものがあるときは、iFiちに返却、回送その他適切な措置をと

るものとする。

2 ~苦 1 2条第ユ項、第 13条第1項又は第 14条第 1項の規定により配布された文惑が

当該部局又は官房線の所管に属さないものであるときは、当該配布を受けた総括線長又

は官房課長は、当該文芸喜を総務課長に関付するものとする。

3 ~高 1 2条第z項又は第13条第2攻の規定により阻布された文寄が当該主管課の所管
に属さないものであるときは、当該配布を受けた主管課長は、当該文書を総括課長に関

付するものとする。

4 前項の規定により回付された文容が部局の所管に胤さないものであるときは、?fi2項

の規定を埴用する。

5 第 13条第2項]t..び第5項並びに第14条第2項の規定により配布された文書が開示

持求書等であるときは、当該配布を受けた総括課長、主管課長又は官房謀長は、当E富開

示請求書F符を総務謀長に回付するものとする。

第2章文畜の決裁

(決裁文奮の起集)

第20条 決裁文書の起案は、原則として、文書管理主システムを用いて行い、厚生労働省

文書決裁規程(平成13年厚生労働省首11第20号)の定めるところに従い、i';!c減告と受け

るものとする。

2 官官項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる決減文書の起案については、当該各号に

定める方法により行うことができる。

一 持ち回る必要がある決裁文書の起案その他文書管理シス伊ムを用いて行うことが適

当でない決級文替の起~であって、次予去に掲げるもの以外のもの 起祭給紙(様式第

14号)又は文書管理シλテムから出力した起案用紙を用いて行う方法

ニ 簡易な内容の確認その他の簡易な決裁文舎の起案 当核文寄に直接押印等を受ける
等の迎宴の方法

3 決裁文書の起案は、原則として1の案件ごとに行うものとする。ただし、同ーの案件

について2以上の起案を要し、当該起案をflm51IJに行うととによって業務の効率的な処理

に支障を来すときその他適当と総められるときは、 2以J二の起案を一括して行うことが

できる。

4 決裁文容には、意思決定に至った絶後、基礎的資料その他関係資料を添付して決裁を

受けるものとするロ

(合議)

第 21条 他の部局(官房課を含む。以下この条において同じ，)の所有主事務に関連する

案件について起案したときは、主管部局における決裁を終えた後当該他の部局に合議す

るものとする。ただし、当該案件について照急の処理を要する等特別の理由があるとき

は、当該主管部局の決裁を終える前であっても、当該他の部局において並行してE霊祭及
び決裁を進めること安求めることができる。

2 :l三管部局は、前項に規定する案件のうち軽微なものその他特別の理由があるものにつ
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いては、あらかじめ当該他の部局と協議し、又は文書喜の写しを記布し、意見の綿墜を行

うことができる。この場合において、意見の制惑ができたときは、その過程等を認案用

紙に宮E入することにより、前項の合議を省略することができる a

(決裁文書の持回り)

第 22条決裁文書が緊急の処理を要するもの、秘簡の取扱いを要するもの又は詳細な説

明を要するものであるときは、起案者その他の当該決裁文書に係る案件について説明す

る能力を有する職員が鈴行して決裁を受けることができるロ

(決裁文書の修正の記録)

第 23条 決裁文書について修正があったときは、その過程等を記録するものとする。こ

の場合において、当該決裁文奈が第20条第2攻の規定により起案したものであるとき

は、当該修志のうち内容の重大な変更にわたるものについては、当該修正に係る部分に

修正者が署名又は押印をするものとするロ

2 修正により決裁文香の内容が!j!jJ読し難くなったときは、当限修正があった後の文書(以

下との項において「修正文苔Jという。)を作成し、当該決裁文書に添えて決裁を受け

ることができる。この場合において、前攻の修正は、修正文書に認入して行うことがで

きる。

(廃案). 

第 24条決裁文書について、決裁権者が反対の決定をした場合文は決裁梅者の決裁を終

える前に起祭線の長が撤回の決定をした場合 lとは、当該決裁文書蓄は~;1i;とし、起案用紙

に r~;1i;J の表示を朱書きし、又は文書管理システム上で廃案処理するものとする司

(決裁年月日等の記入)

第25条 次の各号lこ掲げる文容に係る決裁文斎について決裁を終えたときは、当骸各号

に定める課においてその旨を磯部した上、施行簿に件名、文書番号、施行日、翻案者そ

の他必要な事項を記載するものとする。この場合において、当該決裁文容が第20条第

2攻の規定により起策したものであるときは、起案用紙又は当1責決裁文書にその決裁を

終えた年月日その他必婆な事項を記入するとともに、発議印を押した上、文帯番号司を記

入するものとする。

大震、事務次官悲しくは宮房長文は替の名によって施行する文書

二部局長又は部局の名によって施行する文寄 当該部局の総括謀

三官房課長又は官房線の名によって施行する文書 当該官房疎

四 線長又は諜の名によって施行する文書f.~当骸際

総務t県

2 前項の文書番号は、前項各号に掲げる文書の区分にttじ、それぞれ当骸各号lこ定める

課において管理するものとする。

3 発議印は、第l項第1号に掲げる文香にあっては様式第15号に、伺項第2号及び第

3号に掲げる文寄にあっては様式第 16号に、問項第4号に掲げる文書にあっては様式

第17号によるものとする。

第4主主 文蓄の施行

(文香の発送)

第 26条 厚生労働省から宛送ずる文書(電子文書を除く，)f士、特別の理闘がある場合

を除き、総務課において発送するものとするa
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2 前項の文書の発送は、特別の漂白がある場合を除き、郵送又は使i迭によって行うもの

とする。

3 厚生労働省から発送する電子文書は、電子文書交換システムlとより宛送する場合にあ

つては主管部j自の総括線(当核実件が官房諜の所管に属する場合にあっては、当該官房

線)において、厚生労働省電子申請・届出システム、官章子メーんその他霞子文吾交換シ

ステム以外のシ只テムにより発送する場合にあっては主管課において発送するものとす

る。

(発送文寄の取扱い)

第27免 主守線においては、第25条第1項の規定による記入及び記載を終えた決裁文

帯(以下二の意において rfjc裁済文書;:Jとb、う。)で発送を要するものについて、浄喜子
及び照合を行い、発送する文容(以下この寧において「発送文書Jという。)を作成し、

公印及び契印の押印を行った後に封かんして総務限に送付するものとする。

2 前項の規定による禿送文書の作成に当たっては、施行年月日及び文書番号を付するも

のとする。この場合において、第25条第1項第1号に掲げる文容にあっては文書番号

に「厚生労働省Jの表示並びに『発」の字及び別表に掲げる主管部局の略字(以下「主

管部局の略字』という。)を、問項第2号及び第3号lこ掲げる文書喜にあっては文書番号

に主管部局の略字及び「発」の字を、問項第4号に掲げる文蓄にあっては文帯番号に主

管採の略字及び「発jの字を、それぞれ冠するものとする。

3 発送文書~!'IIl;子文容である場合における第 l 項の規定の適用については、問項中「浄

議:及び照合」とあるのは「硲認」と、「公印及び契印の押印」とあるのは「電子署名J

と、『封かんして総務課に送付するJとあるのは「送付するJとするa

(公印及び契印の省略)

第 28条前条~1 項の規定にかかわらず、本省内部部局、施設等機関、地方支分部局又

は外局に送付する発送文畜(電子文書であるものを除く。)については、発信者名の下

に r(公印省略)Jの文字を付記するこどにより、公印及び契印の押印を省略すること

ができる。

2 前条第3項の規定にかかわらず、本省内部部局、施設等機関、地方支分部局又は外局

1;::送付する扱送文書(電子文苦手であるものに限る。)については、電子磐名を省略する

ことができる。

(賜議提出文書)

第 29条 閣議提出文書については、総務課において、閣議語議原簿に件名、主管部局の

略字、文書F番号、提出回その他必要な事項を記載するものとする旬

(官報原稿の送付) ¥ 

第 30条 主管課においては、省令、告示その他公示を要する案件で官報に掲載する必喪

があるものについて決裁が終わったときは、;争寄及び照合を行い、官報に掲載する原稿

(以下この条において I官報原稿」という o)を作成し、当該官報原稿lこ決裁済文事を

添えて、総務'，~果に送付するものとする。

2 前項の規定により官報原稿が送付されたときは、官報報告主任は、省令原告事、告示原

簿、官報掲載訓令原簿又は官庁報告原簿(次項において「官報原簿jという，)に件名、

主管部局の略字、文書寄番号その他必要な事項を記載し、当核官報原稿を狼立行政法人

、-
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国立印刷局に送付するものとするロ

3 官報報告主任は、前項の規定により送付した官報原稿が官報に掲載されたときは、官

報原簿及び決裁済文書に掲戦日及び番号その他必望書な事項を記載し、主管課に返i詰する

ものとする。

4 主管採においては、前項の返送を受けたときは、決裁済文書と'B報を照合し、誤りが

あった場合には、第1項及び第2項の例により、宮幸是正誤の手続を行うものとする。

(宮報に掲載しない訓令)

第31条 主管課においては、官報に掲載する必要がない訓令の決裁が終わったときは、

決裁者年文容を総務課に送付するものとする。

2 前項の規定により決級済文蓄が送付されたときは、総務謀長は、一般副11令原簿に件名、

主管部局の略字、文書番号その他必要な事項を記載し、及び決裁済文蓄に町l昨守番号を官官

入した後、当該決裁済文書を主管銀に返送するものとする。

(郵送)

第32粂 郵送により文帯な苑送するときは、総務探において、郵便料金書卜器により年月

日及び郵便料金を印刷し(特別の理由がある場合を除く。)、郵便料金表示額記録簿に

件数、金額その他必要な事項を記載するものとするs

第 5 君~ i1辺、密文書Eの取扱い

(秘密文書)

第 33条 その内容について秘密保全を要する文書(以下「秘密文書Jという。)は、そ

の内容の秘総保全の必喪皮に応じて、次のように区分十るものとするu

一極秘 秘密保念の必要度が褐く、その漏えいが閣の安全又は利益に損害を与えるお

それのあるもの

ニ秘極秘に次ぐ極度の秘密保全が必要であって、関係者以外には知らせてはならな

いもの

(秘密文書の指定等)

第34条 毒自宅島文書の指定は、前条第11号の極秘については官房長又は部局長が、前条第

2号の秘については課長が行うものとする。

2 前項の指定1士、これを慎重に行い、かっ、必要最小限にとどめるものとする。

3 第n頁の指定を行う場合においては、緩秘文は秘の取扱いを要する期間(以下「秘密
取扱期間」という。)を定めるものとし、秘密取扱期間が経過したときは、当該秘密文

書に係る指定は解除されたものとする。

4 ~再 1 lJ:の規定により秘横文書の指定を行った者(以下「指定者」という.)は、当該

秘密文書の内容について秘密保全の必要がなくなったときは、当該秘密文書に係る指定

を解除するものとする。

5 指定者ーは、当該秘密文書に係る秘密取扱期聞が満了する前に、その秘密取扱期間を変

更する必要があると認めるときは、その秘密取扱期間を変更することができる。

6 指定者は、第4項の規定による解除及び前項の規定による変更をしたときは、当該秘

密文書Fに関係する者にその旨を通知するものとする。

(秘密文書の表示)

第35条 秘密文書には、極秘又は秘の区分、秘密取扱期間及び作成諜名を表示するもの
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とする。

2 1穏秘の文書には文審議号、配布先等を記録して、その所在を甥らかにしておくものと

する。

(秘密文苦手の登録)

第36条 秘密文脊については、課長が管理する秘密文得管理簿に文帯番号、配布先その

他必要な事項な記載するものとする。

2 極秘文帯については、前項によるほか、総務諜長又は総務課長が管理する極秘文書管

理簿に文帯番号、配布先その他必要な事項を記載するものとするa

(秘lIl'l文書の保布)

第37条 宅起密文書は、厚生労働省行政文香管理規則j第16条の規定にかかわらず、主管

線において保存するもの左する。

2 秘密文書は、金風その他施錠のできる容E置に保管するものとする。

(秘密文脊の複製)

第38条 極秘の文書事は、複製してはならないa

2 秘の文書は、その指定をした課長の許可を受けて複製することができる。

3 前項の規定により複製された文書については、第 34条第1項の指定があっえものと

みなす。

(秘街文書Fの発送)

第39条 極秘の文書の発送は、密封の上、秘密文書蓄の取扱責任者(指定者が指定する当

阪秘密文書の保管、出納等を行う者をいう。)又はその指定する者が携行するととによ

り行うものとする。

2 秘の文書の発迭は、秘密文奮の取扱費低者の指定する方法により行うものとする a

(秘密文書の廃奨)

第40条 秘密文書の廃棄は、秘密文寄の取扱資佳者が焼却その他復元不可穏な方法によ

り行うものとするロ

(他の行政機関の夜、際文帯の取扱い)

第41条 他の行政機関より援受した秘密文書については、当骸秘密文書を発した行政機

闘における秘密文書の取扱いを導監し、この訓令の定めるところにより秘密保全の取扱

いを行うものとする。

2 前項の場合において、他の行政機関の指定した秘密区分lζ疑義が生じたときは、速や

かに、当該行政機関と協議するものとする。

~6 童軽 微員IJ

{文書番号の更新)

第42条 この司11令に規定する文書番号については、毎日更新するものとする臼

(ti寄事政普及び点検)
第43条 官房長は、定期及び随時に、局長及び官房課長iζ対し文書の取扱いの状況につ

いて報告を求め、及び隊ヨ証を行うものとする。

2 総括課長は、定期及び随時に、当該線の属する部局の課(総括稼を除く，)の保有す

る文書の取扱いの状況について監査を行い、その給呆を部局長に報告するものとする。

3 課長l士、定期に、当該恨の保有する文書の取扱いの状況について点検を行うものとす
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る。

4 [果長(総括線長を除く 0)は、前項の点検結果を総括課長(官房課長にあっては官房

長)に報告するものとする。

(研修)

第44条 官房長は、厚生労働省の職員の文苦手取扱事務に係る能力及び能率の向上を図る

ため、必:'ìl! 1~!I.~じて研修を行うものとする。

2 官房長は、総務省及びその他の機関が21?，織する文寄取扱事務に係る研修に職員を参加

させることができる。

(施設等機関、地方支分部局:&ぴ特別の機関)

第40条施設等機関、地方支分部局及び特別の機関の文寄の取扱いについては、その長

が、それぞれこの訓令に準じて宮房長と協議じて定めるものとする。

(他の法令との凋係)

第46条行政文畜の取扱いに関しこの訓令に規定する事項について、他の法律及びこれ

に基づく命令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(文書取扱いの綿目)

第47条 この君11令に定めるもののほか、厚生労働省の文書の取扱いに関ずる必要事項は、

官房長が定めるものとするe

附則

(施行期悶)

1 との訓令l立、平成23年4月エ日から施行するa

(経過措置)

2 この間令の綴行の傑里見にある仮事事、受付印及び発議印については、当分の問、これを

取り織って使用するととができる。

3 ~出方厚生局及び都道府県労働j諸における文書の取扱いについては、第 45条の規定に

かかわらず、地方厚生局長及び都道府県労働局長が定めるまでの問は、大医官房地方銀

長が定めるところによる。

5j1J袋(第27条関係)

主管部局の略字

大臣官房人事傑人

犬臣官房総務課総

大臣官房会計課会

大臣官房地方課地

大臣官房悶際課閲

大医官房厚生科学源科

大臣官房統計情報部統

E互政局医政

健康局健

医薬食品局来食

医来食品局食品安金部食安
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労働2器摘局混

労働基準局安全衛生部基安

労働基準局労災補償部基労

職業安定局職

職業安定局派遣闘有期労働対策部 1革派
減策安定局高齢・隊答者扇舟対策部 職高

職業能力開発局能

雇用均等・児童家庭局窓児

社会・援協局社援

社会・援復局障護保健福祉部 隊

老健局者

保険局保

年金局年

政策統括宮(社会保闘旦当) 酎土

政策統括'8"(労働担当) 政労

年金管理審議官年管
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様式第 1号{第B条関係)

摺議請議原簿

文 書 番 号 閣議月日 官報掲載年月日
件 名 主管課 備 考

提 出 月 B 決定・了解 法 A τI 番 号

発 第 号 月 日 年 月 B 

月 日 決定・了解 法律・政令第 号

発 第 号 月 日 年 月 R 

月 日 決定・丁解 法律子政令第 号

発 第 :号 月 日 年 月 日

月 日 決定・了解 法律，政令第 号

発 第 ?ロ7 月 日 年 月 R 

月 日 決定・了解 法律・政令第 号

発 第 号 月 日 年 月 日

月 日 決定‘了解 法律・政令第 号

発 第 号 月 日 年 Jl 日

月 日 決定・了解 法律・政令第 号

発 第 号 月 日 年 月 日

月 R 決定・了解 法律・政令第 号

発 第 号 月 日 主手 月 R 

月 E 決定・了解 法律・政令第 号

発 第 号 月 日 年 月 日

月 日 決定・了解 法律・政令第 号

発 第 号 月 日 年 月 日

月 日 決定・了解 法律‘政令第 号
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様

原 簿

文 書 番 号 官報搭載月巨
備 考{牛 名

省 .，ゐ'J 番 号管 怒主

発 第 号 月 R 

省令第 号

発 第 号 月 日

省令第 号

発 第 号 月 日

省令第 号

発 第 号 Jヨ 日

省令第 号

発 第 号 月 日

省令第 号

発 第 号 月 日

省令第 号

月 日第 ロ
発 ヲ7

省令第 号

月 日第 ロ
発 7'i 

省令第 号

月 日第
口

発 望T

省令第 号

月 日第 ロ
発 7'i 

省令第 号



A 

様

原 簿

文 書 番 号 官報掲載月 B
件 名 儲 考

::i: 管 課 £口と 刀t 者 号

発 第 号 月 日

告示第 号

月 日第 ロ
発 でT

告示第 号

月 H 第 ロ
発 下ま

告示第 号

月 日第 ロ
発 でT

告示第 号

発 第 号 月 日

告示第 号

発 第 号 月 日

告示第 号

発 第 号 A 日

告示第 号

発 第 号 月 日

告示第 号

発 第 号 月 日

告示第 号

発 第 号 月 日

告示第 号



企

綴
Z口 令 原簿

官報掲載月 R
備 考

文 言書 番
口

名
メす色3、 番 号

7} 

件
訓管 課主

発 第 号 月 B 

討i令第 号

発 第 号 月 日

冒11令第 号

発 第 号 月 日

百11令第 号

発 第 号 月 日

言11令第 % 

日月第 ロ
発 ，7'J" 

言11令第 号

月 日発 第 口
ア7

言11令第 号

発 第 号 月 日

自11令第 号

発 第 号 月 日

書I[令第 号

発 第 号 月 日

冒If令第 号

発 第 号 月 日

司11令第 号



A 

様
簿

文 書 番 号 崩j 定 月 日
件 名 備 考

主 管 謀 司I[ J寸S3‘ 番 号

月 日第
口

発 ?子

言I[第 号

発 第 号 月 日

~G 第 号

発 第 号 月 日

言!第 号

月 R 第
口

発‘ マヨ「

訓第 号

発 第 号 月 日

言自j第 号

発 第 号 月 日

司i第 号

発 第 烹口T 月 日

晋I[第 4苦

発 第 号 Jl 日

言11第 号

発 第 号 月 日

言I[第 口

7" 

発 第 号 月 日

軍司第 号



儀式第 6号(第 B条関係)

文 書 番 号

主 管 謀

発 第 号

発 第 号

発 第 号

発 第 号

発 第 号

発 第 号

発 第 号

発 第 号

発 第 号

発 第 号

... 

官庁報

件

とb
tコ

名

原 簿

宮線掲載月日
備 考

種 )jIJ 

月 R 

月 R 

月 日

月 日

月 日

jヨ 日

刃 日

月 R 

月 日

j号 日



A 

様式第7号(第8条関係)

特殊取扱郵便物受付簿

受付月日 種 Jilj 発 {言 者 ，貫誕主司炉 信 者 配布月日 受領印 備 考

月 日 月 B 

月 日 月 日

月 日 月 日

月 日 月 E 

月 日 月 日

月 日 月 釘

月 日 月 日

月 日 月 E 

v 



A 

様式第8号(第8条関係)

使送便受付簿

受付月日 イ牛 名 発 信 者 受 {言 者 配布月 R受領印 備 考

月 日 月 日

月 日 月 日

月 R 月 日

月 日 見 日

月 日 月 日

月 E 月 R 

月 日 月 日

月 日 月 日



様式第9号(第8条関係)

秘密区分

極 秘

イ牛

名

作成・取得部数

部

配布年月日

“ 

年 月 日

年 月 日

年 月 日

主芋 月 日

年 月 日

年 月 a 

備

考

植秘文瞥管理簿

指定年月日 主管課 文書番号

年 月 日

秘密取扱期間 秘密解除年月日 廃棄年月日

年 月 日 年 月 日

配 布

j!lj2.， 布 先 受領印 廃築年月臼 備考

年 月 日

主手 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

主手 月 日

民、



様式第10号(第8条関係)

秘密文書管理簿

秘密区分 指定年月日 指定者 文書番号

右返秘 . 秘 年 月 日

件

名

作成・取得部数 秘密取扱期間 秘誌、解除年月日 廃業年月日

部 年 月 日 年 月 日

配 布

配布年月臼 配 布 先 受領印 廃棄年月日 備考
“ 

年 月 日 年 月 日

年 月 日 主存 月 R 

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日

年 月 日 主手 月 日

明首

考



A 

様式第 11号(第12条関係)

省受付印

様式第 12号(第 12条関係)

部局等受付印

主管部局の名称(大臣官房00謀、 00局又は00部)

労働
省

""/-.文書番号， 
， ， ， 

主管都鳥の略字
， 

主管部局の略字
， 文書番号

， ， ， ， 

受付年月日 受付年月日

様式第 13号(第 12条関係}

課受付印

主管読の名称 (00局00謀、 00局00室、 00部00課等)

J 

，，
 
J
 
，，
 

，
 ，
 主管課の格字

， 
， ， 
， ， 

受付年月日



様式第 14号(第 20条関係)

起 案 用 紙

発議印(施行年月日、文書番号等) 組員ミ 平成 年 月 日

決 裁 平成 年 月 日

公 印 平成 年 月

起 案 者

施 行 上 の 主主 市，田J 局(部)

探(室)

係、

内線 主昏

氏 名 向日

件 名

大 度 副大臣 高IJ大臣 大政書官 大臣直音官

4‘ 
事務次官 ~ 房 長

30年 10年 5年 大臣官房総務課引継

保存期間 3年 工生存

その他( 年) 平成 年

厚 生 労 働 省



A 

様式第15号 1第25条関係)

省発議印

様式第16号(第25条関係)

部局等発議印

主管部局の名称{大豆官房00謀、 00局又は00部)

労働
厚生

~文書番号，
 
，，
 
〆

， ， ， 

主管部局の絡字
， 

主管部局の略字
r 文書番号

， ， 
r ， 

施行年月日 施行年月巨

線式第17号(第25条関係)

課発議印

主管課の名称 (00局00謀、 00局00室、 00部00謀等)

r ， ， ， 、

主管課の略字
， 

¥文書番号， ， ， 
， 

施行年月日

J V 


